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衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
周
辺
事
態
安
全
確
保
法
と
戦
争
の
違
法
化
の
関
係
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

周
辺
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
一
年
法
律
第
六
十
号
。

以
下
「
周
辺
事
態
安
全
確
保
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
お
い
て
、
周
辺
事
態
は
、
「
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
我
が

国
に
対
す
る
直
接
の
武
力
攻
撃
に
至
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
態
等
我
が
国
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
に

重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
態
」
と
さ
れ
て
お
り
、
武
力
の
行
使
を
原
則
的
に
禁
止
し
た
国
際
連
合
憲
章
（
以
下
「
国
連
憲

章
」
と
い
う
。
）
の
下
で
違
法
化
さ
れ
た
戦
争
の
発
生
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

国
連
憲
章
の
下
で
は
、
自
衛
権
の
行
使
に
当
た
る
場
合
や
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
（
以
下
「
安
保
理
」
と
い
う
。
）

に
よ
る
所
要
の
決
定
が
あ
る
場
合
等
国
連
憲
章
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、武
力
の
行
使
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

周
辺
事
態
安
全
確
保
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
戦
闘
行
為
（
以
下
「
戦
闘
行
為
」
と
い
う
。
）
は
、
「
国
際

的
な
武
力
紛
争
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
人
を
殺
傷
し
、
又
は
物
を
破
壊
す
る
行
為
」
で
あ
る
と
こ
ろ
、
戦
闘
行
為
が
、
国

連
憲
章
の
下
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
武
力
の
行
使
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
状
況
に
よ
り
異
な
っ
て
い
る

一



こ
と
か
ら
一
概
に
は
申
し
上
げ
ら
れ
な
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
仮
に
お
尋
ね
の
「
一
方
」
が
戦
闘
行
為
の
当
事
者
の
う
ち
の
一
方
に

よ
る
戦
闘
行
為
を
指
し
、
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
他
方
」
が
他
の
当
事
者
に
よ
る
戦
闘
行
為
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
「
一
方
」

が
国
連
憲
章
の
下
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
武
力
の
行
使
に
該
当
し
、
「
他
方
」
が
こ
れ
に
該
当
し
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
。
具

体
的
に
は
、
「
一
方
」
が
国
連
憲
章
の
下
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
武
力
の
行
使
に
該
当
し
、
こ
れ
に
対
し
、
「
他
方
」
が
自
衛

権
の
行
使
に
当
た
る
場
合
や
安
保
理
に
よ
る
所
要
の
決
定
が
あ
る
場
合
等
国
連
憲
章
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
武
力
の
行
使
に
該

当
す
る
場
合
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

国
連
憲
章
第
二
条
�
の
規
定
に
従
っ
て
、
す
べ
て
の
国
際
連
合
加
盟
国
は
、
国
際
連
合
の
防
止
行
動
又
は
強
制
行
動
の
対

象
と
な
っ
て
い
る
い
か
な
る
国
に
対
し
て
も
援
助
の
供
与
を
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二


